
 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の再拡大防止対策について（お知らせ） 

 

令和４年５月 11 日付けで、市内介護サービス事業者様あて日立市長からの依頼文書

「新型コロナウイルス感染症の再拡大防止対策について（依頼）」をお送りしたところ

ですが、重症化リスクの高い高齢者への感染をできるだけ防ぐ観点から、各事業所にお

かれましては引き続き、県作成の「新型コロナウイルス感染対策マニュアル」などによ

る感染症対策を継続して実施していただくとともに、日立保健所からの下記の助言に御

留意くださるよう、お願いいたします。 

記 

１ 職員とその同居の御家族の健康管理に留意すること。体調不良（風邪症状など）の

場合には、勤務しない（させない）ようにすること。 

２ 利用者の健康チェックなど、ケアの実施に当たっての感染対策を徹底すること。 

３ 利用者又はその同居の御家族が体調不良の場合には、あらかじめその旨を申し出て

もらうよう徹底すること。 

 

 

 

 職員や利用者の中に陽性者や感染が疑われる方、ＰＣＲ検査を受ける予定のある方

などがいる場合には、できるだけ早い段階で市介護保険課へ御連絡ください。 

 

 連絡先 日立市介護保険課（担当 平野、古市、島﨑） 

     電話 ２２－３１１１（代表） 内線４８３、２１２ 

     ※ 休日の場合には、市役所の代表番号にお掛けいただき、 

      日直者へ用件をお伝えください。 

       折り返し介護保険課職員が御連絡いたします。 
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令和４年５月31日 

日立市介護保険課 


